
　

い
ま
、
電
気
保
安
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て

い
る
。
リ
モ
ー
ト
点
検
機
能
を
有
す
る
遠
隔
常
時
状

態
監
視
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
進
み
、
安
全
面
で
も
事

故
件
数
が
大
き
く
減
少
し
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
現
行
の
安
全
規
制
は
、
人
が
訪
問
し
て
頻

繁
に
点
検
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
技
術
導
入

の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
あ

ら
ゆ
る
産
業
分
野
で
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
電
気
保
安
事
業
に
お
い
て
直

面
し
て
い
る
課
題
と
、
将
来
の
あ
る
べ
き
規
制
・
制

度
の
姿
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
た
い
。

電
気
保
安
点
検
の
課
題
と
合
理
化
策

⑴
電
気
保
安
点
検
と
は

　

自
動
車
に
車
検
制
度
が
あ
る
よ
う
に
、
電
気
を
安

全
に
使
用
す
る
た
め
に
保
安
点
検
制
度
が
あ
る
。
一

般
送
配
電
事
業
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
高
圧
電
力
は
、

変
圧
器
を
通
じ
て
各
家
庭
や
事
業
場（
需
要
家
）に
届

け
ら
れ
る
。
一
般
的
に
50
ｋ
Ｗ
以
上
の
設
備
を
有
す

る
需
要
家
は
、
自
費
で
変
電
設
備
を
事
業
場
内
に
設

置
し
、
高
圧
電
力
を
直
接
引
き
込
む
。
こ
の
変
電
設

備
に
対
し
て
保
安
点
検
制
度
が
適
用
さ
れ
る
。

　

当
社
は
、
こ
の
電
気
保
安
点
検（
以
降
、﹁
点
検
﹂

と
略
称
）を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
複
数
の
セ
ン
サ

ー
設
置
に
よ
る
遠
隔
常
時
状
態
監
視（
24
時
間

₃
₆
５
日
）デ
ジ
タ
ル
点
検
を
可
能
に
す
る
﹁
Ｅ
Ｓ

Ｓ
Ｙ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
﹂
を
１
₉
₉
₆
年
か
ら
販
売
し
て
お

り
、
約
₆
万
件（
２
₀
２
₀
年
10
月
現
在
）の
事
業
場

を
管
理
し
て
い
る
。
図
表
１
は
当
社
の
提
供
す
る
遠

隔
常
時
状
態
監
視
シ
ス
テ
ム
の
全
体
図
で
あ
る
。

　

点
検
制
度
で
は
、
電
気
主
任
技
術
者（
有
資
格
者
）

が
、
停
電
せ
ず
毎
月（
緩
和
設
備
（
注
１
）で
は
隔
月
）行
う
目

視
を
中
心
と
し
た﹁
月
次
点
検
﹂と
、停
電
を
伴
い
毎

年（
緩
和
設
備
で
は
₃
年
に
１
回
の
停
電
）各
種
機
器

の
測
定
を
中
心
と
し
た﹁
年
次
点
検
﹂の
２
つ
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
着
目
す
る
リ
モ
ー
ト

（
遠
隔
）点
検
の
適
用
は
、
主
に﹁
月
次
点
検
﹂
を
念

頭
に
置
く
が
、﹁
年
次
点
検
﹂の
緩
和
に
つ
い
て
も
提

言
す
る
。
緩
和
条
件
も
あ
る
が
、
民
間
の
所
有
す
る

設
備
に
つ
い
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
設
備
に

比
べ
厳
し
い
条
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

点
検
の
対
象
に
は
、
低
圧（
家
庭
や
小
規
模
な
店

舗
工
場
）、
高
圧
、
特
別
高
圧
を
受
電
す
る
₃
種
類

の
設
備
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
点
検
件
数
構
成
比
が
最

多
の
高
圧
変
電
設
備（
点
検
対
象
数
の
約
93
・
42
％
。

２
₀
１
₉
年
経
済
産
業
省
公
表
）は
通
常
、
電
気
主

任
技
術
者
を
擁
す
る
外
部
機
関（
保
安
協
会
、
民
間

事
業
者
な
ど
）に
委
託
さ
れ
て
い
る
。

⑵
点
検
に
係
る
社
会
的
課
題

　

経
済
産
業
省
の
委
員
会
等
で
は
以
下
の
課
題
が
議

論
さ
れ
て
い
る
。

―
点
検
要
員
の
不
足
・
高
齢
化

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
の
運
転
開
始
が
増
加
（注１）緩和設備：保護装置の設置、漏電監視装置の設置、漏電検出が基準値以下等によ
り安全性が認められた場合、毎月の月次点検は隔月に１回以上の点検とすること（延伸）
が可能。また、高圧機器・設備の製造年が若く、絶縁抵抗が高く、安全性が担保され
てれば、停電を必要とする毎年の年次点検は３年に１回とすること（延伸）が可能

電
気
保
安
点
検
の
ス
マ
ー
ト
化
を
実
現
す
る

規
制
・
制
度
の
あ
り
方

│
月
次
点
検
の
リ
モ
ー
ト（
遠
隔
）化
、
年
次
点
検
の
延
伸

302020・12

日
本
テ
ク
ノ
社
長

馬うまも
と本
英えいい
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特集 Society 5.0時代の規制・制度

（注２）柱上気中開閉器（PAS）：お客様設備構内で発生した電気設備での事
故に対し、自動的に電路を絶ち、周辺需要家への波及事故を防止する装置

し
、
新
た
な
点
検
対
象
が
増
え
る
中
、
電
気
主
任
技

術
者
は
高
齢
化
等
に
よ
る
退
職
者
の
増
加
と
入
職
者

の
減
少
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

術
者
の
負
担
軽
減（
点
検
間
隔
の
延
伸
、
目
視
に
よ

る
確
認
作
業
の
軽
減
）や
点
検
報
告
や
保
安
教
育
な

ど
、
人
的
接
触
の
機
会
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
、
コ

ロ
ナ
禍
の
感
染
拡
大
防
止
に
も
つ
な
が
る
。

　

加
え
て
、
蓄
積
し
た
デ
ー
タ
と
実
務
経
験
等
を
踏

ま
え
故
障
事
例
等
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
耐
用
年
数

や
閾
値
判
定
の
み
で
は
判
別
出
来
な
か
っ
た
故
障
予

兆
の
把
握
が
期
待
さ
れ
る
。

月
次
点
検
リ
モ
ー
ト（
遠
隔
）化
の
導
入
環
境

　

関
係
法
令
の
改
正
が
前
提
で
は
あ
る
が
、
リ
モ
ー

ト
点
検
の
構
成
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

▼
単
線
結
線
図
、
分
電
盤
配
置
図
、
設
備
配
置
図
、

配
線
図
等
を
整
備

▼
変
電
設
備
に
24
時
間
₃
₆
５
日
・
遠
隔
常
時
状
態

監
視
シ
ス
テ
ム
を
導
入

▼
監
視
項
目
は
、
停
電
、
瞬
時
電
圧
低
下
、
漏
電
、

ト
ラ
ン
ス（
変
圧
器
）温
度
、
電
力
使
用
状
況（
電

力
量
）の
５
項
目
。
関
係
者
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

等
で
監
視
項
目
の
時
間
推
移
等
を
適
宜
確
認

▼
設
備
稼
働
状
態
の
異
変
を
把
握
し
た
際
は
、
現
場

訪
問
の
上
、
状
況
確
認
・
対
応

　

こ
の
よ
う
な
Ｉ
ｏ
Ｔ
技
術
に
よ
り
点
検
間
隔
を
延

伸
し
、
技
術
者
不
足
の
解
消
と
設
備
の
安
全
性
の
確

保
を
両
立
す
べ
き
で
あ
る
。

年
次
点
検
の
課
題
と
合
理
化
策

　

年
次
点
検
は
4
年
に
1
回
の
実
施
が
妥
当
で
あ
る
。

　

月
次
点
検
が
延
伸
さ
れ
れ
ば
、
電
気
主
任
技
術
者

の
総
数
が
減
少
傾
向
に
あ
っ
て
も
対
応
余
力
は
確
保

さ
れ
る
。
し
か
し
、
年
次
点
検
が
従
来
ど
お
り
で
あ

れ
ば
、
技
術
者
の
減
少
を
背
景
に
、
結
果
と
し
て
一

⑶
持
続
可
能
な
月
次
点
検
の
体
制
の
た
め
に

　

電
気
主
任
技
術
者
が
現
地
に
赴
き
、
計
測
と
目

視
に
基
づ
く
点
検
作
業
に
よ
り
対
処
し
て
き
た

＂
人
に
よ
る
＂月
次

点
検
は
、
現
在
、

﹁
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｙ
Ｓ
Ｔ

Ｅ
Ｍ
﹂
に
よ
り
サ

ポ
ー
ト
さ
れ
、
人

が
﹁
主
﹂、
シ
ス

テ
ム
が
﹁
従
﹂
と

な
り
、
円
滑
に
実

施
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
近
年
は
、

経
験
と
開
発
を
重

ね
Ｉ
ｏ
Ｔ
技
術
の

進
化
に
よ
り
機
械

点
検
の
レ
ベ
ル
が

高
度
化
し
、
シ
ス

テ
ム
が﹁
主
﹂、人

が
﹁
従
﹂
と
い
う

役
割
分
担
が
浸
透

し
つ
つ
あ
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
点
検

は
リ
モ
ー
ト（
遠

隔
）で
常
時
、
設

備
の
稼
働
状
態
を

監
視
し
、
①
点
検

品
質
の
ば
ら
つ
き

の
解
消
、
②
異
常

検
知
の
的
確
化
が

可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
電
気
主
任
技

図表１　当社の提供する「遠隔常時状態監視システム」の全体像
◆ 高圧受変電設備の24時間遠隔監視装置（当社製品：ES SYSTEM）

◆ ES SYSTEMを起点とした24時間管理システム（2020年10月現在）

参考：中国電力 販売事業本部 法人提案グループ「電気設備の紹介」

高圧需要家

異常検知
メール

自動音声ガイダンス

異常通知

常時監視項目

ES SYSTEM

常時監視項目

停電

瞬時電圧低下

漏電

トランス（変圧器）温度

電力使用状況（電力量）

24時間監視センター

※ 司令塔となり緊急応動や工事手配を実施

営業所
サービスセンター

全国69拠点

全国 約6万事業所の「高圧受変電設備」を管理

ES SYSTEM ※緊急対応の場合
　担当技術者が対応不可でも、
　他の技術者と連携して復旧
　最優先！

日本テクノ㈱保安本部 230名 ※年次点検、緊急対応の支援

登録電気主任技術者 全国1,200名以上

【当社のグループの事業について】
高圧受変電設備の電気保安管理・点検業務を主軸に、発電および電力小売事業、高圧受変電設備の常時監視
システム販売および電力コンサルティング、電気設備工事全般までを展開する創業25年の民間企業です。

24時間監視センター 電気工事、省エネ設備販売 協力工事会社　

全国1,700社以上

分岐開閉器

配
電
柱

構
内

お
客
さ
ま
構
内
柱

引
込
ケ
ー
ブ
ル

ブレーカー

（お客さま設備）
構内設備

（お客さま設備）
高圧受変電設備電力会社設備

責任分界点 柱上気中開閉器（PAS）（注２）

キュービクル

31 2020・12
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者
は
、
地
域
内
の
多
く
の
施
設
を
統
合
管
理
す
る
変

電
所
に
て
電
気
の
遮
断
・
復
旧
を
行
う
た
め
、
１
つ

の
施
設
で
事
故
が
あ
れ
ば
地
域
全
体
を
停
電
さ
せ
る

こ
と
に
な
る（
面
を
巻
き
込
む
管
理
）。
一
方
、
民
間

事
業
者
の
管
理
で
は
、
施
設
ご
と
に
保
護
装
置
や
遮

断
器
を
設
置
・
管
理
す
る
た
め
、
事
故
施
設
の
み
の

停
電
措
置（
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
管
理
）に
て
対
応
可
能
で

あ
る（
図
表
２
参
照
）。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
民
間
事
業
者
の
行
っ

て
い
る
安
全
対
策
、
リ
モ
ー
ト
点
検
機
能
を
有
す
る

遠
隔
常
時
状
態
監
視
シ
ス
テ
ム
、
事
故
実
績
、
お
よ

び
需
要
家
の
利
便
性
等
に
鑑
み
、
民
間
事
業
者
が
管

理
す
る
高
圧
変
電
設
備
に
対
し
て
も
、
一
般
用
電
気

工
作
物
向
け
の
点
検
規
定
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と

考
え
、
保
護
装
置
や
遮
断
器
等
の
安
全
機
器
が
導
入

さ
れ
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
年
次
点
検
を
４
年

に
1
回
実
施
と
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。

　

本
提
言
が
推
進
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
規
制

の
整
合
性
等
の
観
点
か
ら
も
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン

等
の
受
電
設
備
や
電
柱
上
の
変
圧
器
な
ど
一
般
送
配

電
事
業
者
が
設
置
す
る
全
て
の
高
圧
設
備
に
お
い
て

も
民
間
事
業
者
と
同
様
に
月
次
点
検
、
お
よ
び
停
電

を
伴
う
年
次
点
検
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
自
然
で
あ

る
。
当
該
分
野
で
は
、
現
行
制
度
の
運
用
で
生
じ
て

い
る
整
合
性
と
実
効
性
の
問
題
の
是
正
が
、
今
後
の

規
制
改
革
の
第
一
歩
と
考
え
る
。

　

今
後
、
政
府
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促

進
に
重
点
を
置
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
自
家
用
電
気

工
作
物
へ
の
年
次
点
検
の
規
制
緩
和（
延
伸
）を
行
い
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
へ
の
電
気
主
任
技
術
者

の
配
置
計
画
を
策
定
し
、
国
レ
ベ
ル
で
の
安
定
供
給

を
目
指
す
べ
き
だ
。

圧
受
電
を
し
て
お

り
、
一
般
送
配
電

事
業
者
に
よ
る
月

次
点
検
は
実
施
さ

れ
て
お
ら
ず
、
年

次
点
検
も
４
〜
５

年
に
１
回
実
施

（
停
電
無
し
）と
な

っ
て
い
る（
当
社

社
員
に
よ
る
一
般

電
気
事
業
者
に
勤

務
の
知
人
へ
の
照

会
）。

　

な
お
、
民
間
事

業
者
が
管
理
す
る

変
電
設
備
に
お
い

て
は
、
さ
ら
に
保

護
装
置
や
遮
断
器

等
の
安
全
機
器
の

導
入
、
近
年
の
保

安
技
術
・
機
材
性

能
等
の
向
上
を
背

景
に
、
事
故
の
発

生
は
僅
少
で
あ
る
。

　

ま
た
、
事
故
時

の
対
応
に
つ
い
て
、

一
般
送
配
電
事
業

　

年
次
点
検
の
延
伸
は
、
現
在
で
も
可
能
な
状
況
に

あ
る
。
旧
一
般
電
気
事
業
者
が
電
力
供
給
す
る
一
般

家
庭（
戸
建
）や
小
規
模
な
店
舗
工
場
の
場
合
、
電
柱

上
や
地
上
に
設
置
さ
れ
た
変
圧
器
、
集
合
住
宅
で
は

変
電
室（
借
室
）に
設
置
さ
れ
た
変
圧
器
を
介
し
て
低

人
の
技
術
者
の
担
当
事
業
場
数
が
増
え
る
た
め
、
年

次
点
検
の
数
が
大
幅
に
増
加
し
、
再
び
要
員
不
足
の

問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
電
気
主

任
技
術
者
の
不
足
問
題
に
対
応
す
る
に
は
、
月
次
点

検
の
み
な
ら
ず
、
年
次
点
検
の
延
伸
が
必
要
で
あ
る
。

図表２　電気工作物の区分と停電復旧

※ 事業用電気工作物：一般送配電事業者が需要家に電気を供給するために使用する電気設備（発電所、変電所、電線路、開閉所など）で、
発電所設備から需要家の設備との責任分界点に至るすべての電気設備

※ 自家用電気工作物：一般送配電事業者から高圧等で受電する需要家の電気設備
※ 一般用電気工作物：一般住宅や商店などの電気設備
※ 責任分界点：保安上の責任範囲を明確にするため、電気事業者と需要家が確認合意した責任範囲の境界

〈 自 家 用 〉毎月

毎年停電を伴う精密点検

過負荷、漏電で遮断する装置を個別に設置

個別に電力監視（ES SYSTEM導入の場合）

〈 事 業 用 〉 なし

４～５年に１回の停電をしない点検

系統※に設置

月次点検

年次点検

保護装置

機械監視※ 系統による機械監視は集中管理で行っている

※ 変圧器等の所有者は
　 一般送配電事業者

変圧器

変圧器

変電設備

保護装置

変圧器

敷 地 内

※ 変圧器を含む変電設備の所有者は民間高圧需要家

変電所変電所

PAS PAS

PAS

一般送配電事業者は、配電網の自動遮断復旧しか
行えない。事故が起きた点（施設毎）での遮断が行えない

民間事業者等は、異常を感知して
配電線との接続を自動で（施設毎）遮断が行える

【電気工作物】

〈 一 般 用 〉
４年に１回の
停電をしない点検

参考：東京電力管内では１事故あたり施設数600～800件が
同時に停電となる。
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